
★ 

広
島
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
十
五
号
）
（
税
務
課
） 

一 
改
正
の
要
旨 

地
方
税
法
等
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
個
人
の
県
民
税
、
不
動
産
取
得
税
、
軽
油
引
取

税
及
び
自
動
車
税
に
関
す
る
規
定
の
改
正
を
行
っ
た
。 

 
 
 
 

１ 

広
島
県
税
条
例
の
一
部
改
正 

㈠ 

個
人
の
県
民
税 

⑴ 

都
道
府
県
又
は
市
区
町
村
に
対
す
る
寄
附
金
に
係
る
寄
附
金
税
額
控
除
に
お
け
る
特
例
控
除

額
の
計
算
上
用
い
る
人
的
控
除
差
調
整
額
に
つ
い
て
、
前
年
分
の
所
得
税
に
係
る
基
礎
控
除
の

額
か
ら
四
十
八
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
を
加
算
す
る
措
置
を
講
じ
た
。 

⑵ 

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
に
つ
い
て
、
居
住
年
が
平
成
二
十
八
年
か
ら
令
和
七
年
ま
で

の
各
年
で
あ
る
場
合
に
係
る
控
除
限
度
額
の
計
算
上
用
い
る
所
得
税
の
課
税
総
所
得
金
額
等
に

つ
い
て
、
前
年
分
の
所
得
税
に
係
る
基
礎
控
除
の
額
か
ら
四
十
八
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
を

加
算
す
る
措
置
を
講
じ
た
。 

⑶ 

土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
課
税
の
特
例
に
つ
い
て
、
適
用
停
止
期
限
を
令

和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
し
た
。 

 
 
 
 

⑷ 

優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
課
税

の
特
例
に
つ
い
て
、
適
用
期
限
を
令
和
十
一
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
ま
で
延
長
し
た
。 

㈡ 

不
動
産
取
得
税 

 
 
 
 

⑴ 

免
税
点
に
つ
い
て
、
土
地
の
取
得
に
あ
っ
て
は
十
六
万
円
（
改
正
前
は
十
万
円
）
に
、
家
屋 

の
取
得
の
う
ち
、
建
築
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
六
十
六
万
円
（
改
正
前
は
二
十
三
万
円
）
、

そ
の
他
の
も
の
に
あ
っ
て
は
三
十
四
万
円
（
改
正
前
は
十
二
万
円
）
に
引
き
上
げ
た
。 

⑵ 

新
築
住
宅
を
宅
地
建
物
取
引
業
者
等
が
取
得
し
た
も
の
と
み
な
す
日
を
住
宅
新
築
の
日
か
ら

一
年
（
本
則
六
月
）
を
経
過
し
た
日
に
緩
和
す
る
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
令
和
十
三
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
延
長
し
た
。 

⑶ 

新
築
住
宅
特
例
適
用
住
宅
用
土
地
に
係
る
税
額
の
減
額
措
置
に
つ
い
て
、
土
地
取
得
後
の
住

宅
新
築
ま
で
の
経
過
年
数
要
件
を
緩
和
す
る
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
令
和
十
三
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
延
長
し
た
。 

⑷ 

東
日
本
大
震
災
に
係
る
特
例
措
置
を
、
必
要
な
経
過
措
置
を
講
じ
た
上
、
次
の
と
お
り
改
め

た
。 

 
 

ア 

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た
家
屋
（
以
下
「
被
災
家
屋
」
と
い
う
。 

）
の
所
有
者
等
が
、
当
該
被
災
家
屋
に
代
わ
る
も
の
と
知
事
が
認
め
る
家
屋
（
以
下
「
代
替 

家
屋
」
と
い
う
。
）
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
、
当
該
代
替
家
屋
に
係
る
課
税
標
準
の
特 

例
措
置
に
つ
い
て
、
対
象
を
被
災
家
屋
が
福
島
県
の
区
域
内
に
所
在
し
、
又
は
所
在
し
て
い 

た
も
の
に
限
定
し
た
上
、
そ
の
適
用
期
限
を
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
し
た
。 

 
 

イ 

被
災
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地
（
以
下
「
従
前
の
土
地
」
と
い
う
。
）
の

所
有
者
等
が
、
代
替
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地
で
当
該
従
前
の
土
地
に
代
わ
る
も
の



と
知
事
が
認
め
る
土
地
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
、
当
該
土
地
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例

措
置
に
つ
い
て
、
対
象
を
従
前
の
土
地
が
福
島
県
の
区
域
内
に
あ
る
も
の
に
限
定
し
た
上
、

そ
の
適
用
期
限
を
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
し
た
。 

 
 
 
 

⑸ 
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
耕
作
又
は
養
畜
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
農
用
地
で
あ

る
と
農
業
委
員
会
等
が
認
め
る
も
の
の
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
お
け
る
所
有
者
（
農
業 

を
営
む
者
に
限
る
。
）
等
が
、
当
該
農
用
地
に
代
わ
る
も
の
と
知
事
が
認
め
る
農
用
地
を
取
得

し
た
場
合
に
お
け
る
、
当
該
農
用
地
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
を
廃
止
し
た
。 

㈢ 

軽
油
引
取
税 

 
 
 
 
 

軽
油
引
取
税
の
税
率
の
特
例
措
置
を
廃
止
す
る
ほ
か
、
必
要
な
規
定
の
整
理
を
行
っ
た
。 

 
 

㈣ 

自
動
車
税 

 
 
 
 

⑴ 

令
和
八
年
四
月
一
日
に
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
を
廃
止
し
、
現
行
の
種
別
割
を
自
動
車
税

と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
規
定
の
整
理
を
行
っ
た
。 

 
 
 
 

⑵ 

排
出
ガ
ス
性
能
及
び
燃
費
性
能
の
優
れ
た
環
境
負
荷
の
少
な
い
自
動
車
は
税
率
を
軽
減
し
、

初
回
新
規
登
録
か
ら
一
定
年
数
を
経
過
し
た
環
境
負
荷
の
大
き
い
自
動
車
は
税
率
を
重
課
す
る

特
例
措
置
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
延
長
し
た
。 

ア 

環
境
負
荷
の
少
な
い
自
動
車 

 
 
 

 
 

令
和
八
年
度
及
び
令
和
九
年
度
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
一
定
の
自
動
車
に
つ
い
て
、

当
該
登
録
の
翌
年
度
分
の
税
率
の
概
ね
百
分
の
七
十
五
を
軽
減
す
る
特
例
措
置
を
講
じ
た
。 

イ 

環
境
負
荷
の
大
き
い
自
動
車 

 
 
 

 
 

次
に
掲
げ
る
自
動
車
（
電
気
自
動
車
、
天
然
ガ
ス
自
動
車
、
メ
タ
ノ
ー
ル
自
動
車
、
混
合

メ
タ
ノ
ー
ル
自
動
車
及
び
ガ
ソ
リ
ン
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自

動
車
並
び
に
自
家
用
の
乗
用
車
（
三
輪
の
小
型
自
動
車
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
一
般
乗

合
用
の
バ
ス
及
び
被
け
ん
引
自
動
車
を
除
く
。
）
に
対
す
る
次
に
定
め
る
年
度
以
後
の
年
度

分
に
つ
い
て
、
税
率
の
概
ね
百
分
の
十
五
（
バ
ス
及
び
ト
ラ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
概
ね
百
分
の

十
）
を
重
課
す
る
特
例
措
置
を
講
じ
た
。 

 
 
 

 

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
又
は
石
油
ガ
ス
自
動
車
で
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
初

回
新
規
登
録
を
受
け
た
も
の 

初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
年
を
経 

過
し
た
日
の
属
す
る
年
度 


 

軽
油
自
動
車
そ
の
他
の

に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
平
成
二
十
九
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
も
の 

初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
か
ら
起
算

し
て
十
二
年
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
年
度 

２ 

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
徴
収
の
特
例
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正 

１
㈣
⑴
に
係
る
改
正
に
伴
い
、
必
要
な
規
定
の
整
理
を
行
っ
た
。 

 
 

３ 

国
際
連
合
の
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
特
例
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正 



１
㈣
⑴
に
係
る
改
正
に
伴
い
、
必
要
な
規
定
の
整
理
を
行
っ
た
。 

二 
施
行
期
日 

令
和
八
年
四
月
一
日 


